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講演録 

これからの租税通報制度 

－あなたが会社の不正を知ったとき－ 

 

中央大学商学部教授 

酒 井 克 彦  

 

◆SUMMARY◆ 

本稿は、平成 30 年 11 月 15 日（木）に税務大学校和光校舎で開催された公開講座で中央

大学商学部の洒井克彦教授による講演内容をとりまとめたものである。 

 本講演では、「これからの租税通報制度－あなたが会社の不正を知ったとき－」と題し、適

正・公平な租税負担の実現について考えた上で、公益通報者保護法や租税に係るこれまでの

通報制度等の素材を提供することにより、私たちの社会を支える租税制度がどうあるべきか

考えることの重要性を説いている。 

なお、本講演録を取りまとめるに当たり、必要に応じて、洒井克彦教授が若干の加筆等を

行った。 

（令和 2 年 2 月 21 日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、全て執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式

見解を示すものではありません。 
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はじめに 

本日は、「これからの租税通報制度」と題し

てお話しいたします。少々過激（？）な「あ

なたが会社の不正を知ったとき」という副題

をつけてしまいましたが、何のお話をしよう

としているかといいますと、まずは①社会に

は税が欠かせないものだということ、次に②

「公平な租税負担」とはどういうことか、そ

して③「監視し合う社会か？見て見ぬふりの

社会か？あるいは……」といったテーマで、

順にお話をしていきたいと思います。 

ところで、本日は、「税を考える週間」の一

環として、こうしてお話をさせていただくわ

けですが、実はこれまで何度もここでお話さ

せていただいております。はじめに、皆さん

に誤解ないようにお話しておきますと、「税を

考える『瞬間』じゃないんです」、「ちゃんと

1 週間あるんですよ」ということをお伝えし

たいのです。更にもう少し踏み込んで言いま

すと、「週間」ではなくて、「習慣」にしましょ

うと言いたいですね。冗談はさておき、これ

からお話をする内容は、皆さんと税との関わ

りについて、「租税通報制度」なるものにポイ

ントを絞ってお話をしていきたいと思います。 

まず、適正・公平な課税というものを考え

ます。 

そして、二つ目には、公益通報者保護法と

いう法律がありますので、その点について見

ておきましょう。 

三つ目に、通報制度と呼べるかどうか分か

りませんが、いろいろな類似の制度も見てい

きます。 
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Ⅰ 適正・公平な租税負担の実現 

 

１ 公平な租税負担 

公平な租税負担というのは非常に重要で、

私は、納税に関する「納得感」といった言葉

でお話をすることが多いのですが、皆さんと

この辺りのことを考えてみたいと思います。 

シンプルな例でお話しますと、例えば、あ

るところに、Ａ、Ｂ、Ｃという 3 人が住んで

いたとしますよね。これが原始的な社会で、

お互いにコミュニケーションを取るようにな

ります。 

コミュニケーションがコミュニティを形成

して、社会ができ上がるわけです。例えば、

お互いに連絡を取り合った方が非常に便利が

いいのですが、間に大きな川が流れている。

ところが、ＡさんとＢさんは連絡をとりたい。

ＣさんもＢさんと連絡をとりたい。なぜなら、

Ｂさんしかお醤油を持っていないのです。お

醤油というのは私たちの生活に欠かせません。 

さて、お醤油を持っていないから、川の向

こうのＢさんに連絡を取りたいと思ったとき

に、3 人で話し合って橋を造ることにしたの

ですね。ただ、橋を造るには 300万円という

経費がかかるのです。それでは、この 300万

円をどうやって負担したらいいのか、これが

租税の始まりなのです。 

例えば、3 人で 100万円ずつ割り勘で負担

しようとなった場合の、この 100万円が租税

というわけです。この租税を橋を造る経費に

充てましょうと、こういうわけです。 

ここで重要なポイントは、私たちがこの租

税負担をするに当たって、300 万円の負担配

分をどうやって決めたかという点です。すな

わち、ここでは社会構成員である 3 人で話し

合って決めたわけですね。これを憲法では「租

税法律主義」と言います。自分たちで話し合っ

て自分たちの租税を決めるということです。 

憲法 84 条の租税法律主義によれば、租税

は法律の根拠なかりせば課されることはない、

ということになっているわけです。また、税

務当局は法律の根拠がなければ税金を課すこ

とはできないと、こういうことが憲法上要請

されているわけです。 

憲法 30 条には、納税の義務が規定されて

いるのですが、そこでも同じように、法律の

定めるところによってのみ納税の義務がある

旨が書いてあって、憲法は 2 か所にわたって、

「法律の定めるところ」によって租税負担が

決まると書いてあるわけです。 

くどいようですが、「租税を課す法律は自分

たちで決める」ということ、これが非常に大

事なポイントなのです。 

言い換えると、国会にのみ立法権がある。

立法というのは、私たちの代表者が集まって

法律を決めるということですよね。日本の場

合は、先ほどの例のように 3 人ではなくて、

1億 3,000万人となるわけです。 

ところで、1億 3,000万人が一堂に会して

話し合うことができればいいのですが、なか

なかその会場が見当たらないし、会議の日程

調整ができない。そこで、永田町の 1－7－1

にある、とんがった建物の中に各地域の代表

者が集まって、議論したものが法律として決

まるわけですね。 

ですから、一応、フィクションではありま

すけれども、国会で決まったことは自分たち

で決めたことであるというストーリーによっ

て、私たちには納税の義務があると、こうな

るわけですよね。これを難しい言葉でいうと

「自己同意」と言ったりします。 

ですから、租税法律主義というのは、シン

プルに言えば、私が父親に租税を課している

し、父親は母親に租税を課しているし、母親

は妹に租税を課しているし、私は友人から租

税を課されているし……。要するに、こうし

たルールをみんなで決めたわけです。 

すなわち、先ほどの例のように、主人公が

3 人しかいなければ、ＡさんがＢさんに租税

を課して、ＢさんがＣさんに租税を、Ｃさん
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がＡさんに租税を課していると。だからこそ、

みんなに100万円ずつ義務が課されているわ

けですよね。 

この租税法律主義という考え方は、民主主

義の考え方と非常にフィットするわけです。 

自分たちで決めたルールに従って、自分た

ちでその租税を負担する。そして、その租税

の負担というのは、国家の運営経費ですから、

「自分たちの国に必要な費用は自分たちで決

めたルールで賄おう」ということですよね。

その租税法律主義の根底に流れている考え方

に、「公平な課税」という考え方があります。 

要するに、私が友達に課し、友達が私に租

税を課しているのですが、このときに私が友

達に課している租税と友達が私に課している

租税とが等しいからこそ、私たちはそのルー

ルに従うことに同意しているわけですよね。

私が友達に課している租税よりも、友達が私

に課している租税の方が、合理的な理由もな

く高かったとしたら、納得できないですよね。

協議が成立しませんよね。 

要するに、国会で協議が成立する、すなわ

ち 3 人でこうやって租税を負担しようと決め

たからには、その背後にある、どうしてこの

3 人が 100万円ずつ負担することを決めたか

が大事であって、それは自分たちがそれを公

平だと思っているからですよね。 

Ｂさんから見れば、「僕は、Ａさんと同じ負

担なんだ。じゃあ、納得しよう」、「Ｃさんと

も同じ負担なんだ。じゃあ納得しよう」とい

うことで、初めて 100万円ずつ負担するとい

うルール、「租税法」が決定されるわけです。 

すなわち、Ｂさんだけ200万円で、Ａさん、

Ｃさんが 50 万円ずつだったら、そこに合理

的な理由がなければＢさんは納得しません。

そうすると、そこに租税法というものは成立

しないわけです。すなわち、ルールが決まら

ないことになります。みんなが納得できるル

ールが成立するためには、私が友達に課す租

税と友達から私に課される租税が公平を観念

できるものでなければいけない。 

だからこそ、租税法というのは公平な負担

というものを念頭に置いた上で、言葉にこそ

出さなくても、公平であることを前提にそこ

に租税法律主義が乗っかっているのですね。

公平という土台の上に、私たちのルールが出

来上っているわけです。 

この公平という考え方は非常に重要で、最

も重要視されるべき租税法の大原則であると

言ってもいいかもしれませんね。 

ところで、租税には「公平性・中立性・簡

素性」が求められると言われます。「中立性」

と「公平性」はどちらが重要なのか。これら

は比べるような話ではないかもしれませんが、

公平でなければ駄目なのです。「簡素性」と「公

平性」、どちらが重要なのか。これも公平でな

ければ駄目なのです。多少、複雑な仕組みに

なっても、公平の方がみんな喜ぶのです。喜

ぶというか、そうしないと皆が同意しないん

です。 

さて、Ａ、Ｂ、Ｃさんの中で、Ａさんは寝

たきりの老人だとしましょう。そうした中で

も、Ａさんも、Ｂさんも、Ｃさんも、みんな

100 万円の割り勘に納得できれば、それはそ

れで 100 万円という租税負担は可能ですが、

でも、もしかしたらＡさんはそれに納得しな

いかもしれません。「何で、私は全然稼ぎもな

くて寝たきりなのに、同じ 100万円を負担し

なければいけないのか」。「Ｂさん、Ｃさん、

私のことをもっと思いやってよ」と。「だって、

私は橋をほとんど使わないじゃないか」と。 

そんなことを言わなくても、社会が成熟す

れば、むしろＢさん、Ｃさんの方から、「Ａさ

んの税金を下げてあげた方がいいね」、「その

方が公平だよね」と考えるわけです。 

そうすると、公平感は社会の成熟とともに

だんだん複雑になっていきますよね。「障害者

は割引してあげた方がいい」とか、「子供がた

くさんいて生活が大変な家は税金を減らして

あげた方がいい」とか、「あの人しょっちゅう
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病気やけがばかりになって医療費の負担が大

変だから、税金を安くしてあげた方がいいよ

ね」と言っているうちに、だんだん複雑になっ

ていくわけです。基本は公平なので、そのた

めに若干の簡素化が損なわれたとしても、そ

れは致し方ないというような感じです。 

さて、社会は複雑です。いろいろな人がい

ます。いろいろな人がいる中でどうやったら

皆がルールをしっかり守ることができるのか。

「公平なルールを国会で決めましたよ」と

言っただけでは駄目で、次は執行、要するに

その法律の運営が大事なのです。法律だけ

あっても誰も守らないようだと意味がありま

せん。 

 

２ 監視し合う社会 

(1) ピアプレッシャー 

さて、そこで皆さんに、監視し合う社会が

必要かどうかを考えてもらいたいのです。ズ

ルをして納税を免れる人がいては公平な租税

負担は実現しません。そこで、公平を担保す

るためには、お互いがズルをしないように監

視し合えばいいのではないかと、やや短絡的

ですが、そのような意見があるかもしれませ

ん。「ピアプレッシャー」という言葉があるの

ですが、皆さん聞いたことがあるでしょうか。 

例えば、同僚が不正を働いているのではな

いかと疑う。あるいは、また、人から自分が

不正を働いていると疑われているのではない

かと訝りながら働く。このような職場の風景

というのはどうでしょうか。「あいつ、何か悪

さしているんじゃないか」、あるいは、「何か

悪さしていると思われているんじゃないか」

と、お互いに監視し合う社会に対しては、違

和感を覚える人は少なくないでしょう。 

そのような監視し合う社会には、「同調圧

力」、すなわち誰もが、集団で認められた規律

や、あるいは価値観、行動規範、行動様式、

こういったものに従わなければいけないとい

うプレッシャーが働くことになります。 

よく言えば、「周囲との輪」ですとか、ある

いは「全体の利益を重んじる規律のとれた組

織」と言うこともできるかもしれませんが、

そういう組織に漂う、いわゆるある種の圧迫

感というものがあるでしょう。 

このことを社会学者は「ピアプレッシャー」

と呼ぶわけです。「ピア（peer）」というのは

「仲間」とか、あるいは「同僚」という意味

ですが、この組織集団の構成員や、職場の同

僚など、比較的近い立場の仲間からの監視に

よる、こういう心理的圧迫というのは当然ス

トレスを生むことになりますよね。はっきり

言って、「居心地が悪い」と思われる方が多い

のではないでしょうか。 

自律性の高い組織ほど、ガバナンスとチー

ムワークのとれた組織、そういう組織ほど水

平的な管理がどんどん生まれて、ピアプレッ

シャーが強くなっていくと一般に言われてい

ます。集団における帰属意識や、組織化の進

展がこのピアプレッシャーという精神的な重

圧を導くものとよく言われるわけですね。 

ただ、先ほど言いましたように、何か目に

見えない圧力、それに従わないと村八分にさ

れてしまうような圧力、そういう社会で生き

ることを私たちは望むのかということですね。 

人々が周囲の目に過剰反応するという社会、

人を疑い、疑われるような社会というのは、

ある意味でその社会で生活する人々を委縮さ

せてしまうかもしれません。 

 

(2) 見て見ぬふりをする社会― 

「となりはとなり、うちはうち」 

他方で、そういったプレッシャーには、あ

る意味で、いい面もないわけではないのです。

例えば、人様のお節介というのは、結構、そ

れにより助けられることも多いですし、世話

焼き、世話好きという人がいますよね。うち

の母親などはまさにその典型なのですが、非

常に世話焼きで、いろいろなところに口出し

をするわけですが、そういう人は面倒くさい
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反面、とても面倒見のいい人でもあるわけで

す。 

そういった協調意識や同調性というものが、

ある意味で切磋琢磨だとか、助け合い精神と

いうものの素地にもなるかもしれません。 

そういうことからすると、単純に「ピアプ

レッシャ�ー＝悪」と捉えるのは必ずしも正

しい理解ではなくて、ある意味で組織のパ

フォーマンスを上げるために機能する面があ

ることも否定できないわけです。「同調を強い

る」という側面を強調すると悪い印象が先に

立ちますが、「みんなで協力しあう社会」と言

えば、見方も変わりますね。 

本当に完全なピアプレッシャーのない社会

は、他人に一切関心を持たない社会を意味す

ることになりましょうから、そういう意味で

は、これもまた極めて冷ややかな、冷め切っ

た、個人主義的な社会になるかもしれません。

それは、ともすると他人がミスをしても助け

ない、他人の不正を見て見ぬふりをすると、

こういう方向につながっていくような気がし

なくもありません。 

 

３ 見て見ぬふりはしない社会 

見て見ぬふりはしない社会といっても、監

視し合うのも嫌だし、他方で、冷ややかに、

隣に誰が住んでいるのか分からないというの

も、それも寂しいような気がします。 

そうすると、私たちの求める社会は、その

いずれにも極端に振れるものではなさそうで

す。「いや、俺は絶対監視されるのは嫌だから、

孤独でいいんだ。」という人もいるかもしれま

せんが、何か困ったことが起きたら、誰かに

助けを求めたくなるのが人の常ですから、あ

る程度の触れ合いはありつつ、かといって人

の家にまで土足で踏み込んでもらっては困る

という気持ちの中で、うまく調和のとれた折

り合いというものを探したくなるわけです。 

そこで、次のステップですが、企業の不正

や事故のリスク、あるいは過重労働、幼児虐

待、こういうものがあっても見て見ぬふりを

すべきかということを考えてみましょう。

言ってみれば、そういうことに口出しをして、

余計な波風を立てたりとか、あるいは自分が

そこで苦しい判断を迫られるようなことにな

りたくないとか、不正を行うような人とは関

わりを持ちたくないとか、いろんな心理が働

くと思います。 

いわゆる傍観者の態度ということになるわ

けですが、これが果たしてどういうことを意

味するのかという点に関心をシフトしていき

ましょう。 

余計なことに口出しをして、自分が巻き込

まれるのは困るという気持ちはありましょう。

私たちは、そういうリスクとともに生きてい

ます。 

ずいぶん昔の日本なら別だったのかもしれ

ません。最近と言っていいのか分かりません

けれども、どこで文句を言われるか分かりま

せんからね。他人のトラブルに手を差し伸べ

ようとしただけで、「余計なことに口出ししや

がって」と言って、逆切れされてしまったり

する。それはもう本当に怖いです。いまやリ

スクと隣り合わせの社会というわけです。 

 

(1) 援助行動（helping behavior）と公平観念 

さて、ここで、「援助行動」と「公平観念」

というものを考えてみましょう。 

「援助行動」というのは何かというと、困っ

ている他人に対して利益を与える行動のこと

をいいます。この援助行動の基礎には公平の

規範があると指摘されています。 

明田芳久教授は、人間の行動を支配する非

常に重要なファクターとして、「公平の規範

（norm of equity）」を挙げることができると

されています(1)。すなわち、明田教授はこう

いうことを言っているわけです。 

「われわれは社会の中での他者との相互作

用において、金銭や時間、知識、好意、など

物理的・心理的にさまざまなものを提供し、



税大ジャーナル 31 2020.7 

21 

また逆に得ている。そしてこの両者が大体に

おいてつりあっていることを望む。しかし自

己の提供したものに対し不当に多くのものを

得ている人もいれば、あまりに少ない場合も

ある。このように各個人の利得と損失の間に

非常に極端なアンバランスが認知されると、

不公平感（inequity）が生じる。そしてこの

不公平感を低減するための一つの方法として

援助行動が出されることになる。」というので

す(2)。 

例えば、社会参画者による援助行動の一つ

に、本日、これからお話をしようと思ってお

ります脱税行為など社会的不公平に対する告

発みたいなものがあり得るわけですね。 

 

(2) 格差とヒトの脳 

私の専門領域ではないのですが、少し脳科

学的な、違う角度からこの点を考えてみたい

と思います。 

格差と人の脳の関係性とでも言いますか、

ヒトを対象とする脳イメージング実験という

のがありまして、自分と相手との間の格差・

不平等性が減ると、腹側線条体（ventral 

striatum）などという「報酬系」と呼ばれる

脳部位が賦活（活性化）するということが分

かっているそうです(3)。 

すなわち、格差がなくなると「快い」と人

は感じるそうですね。何となく、自分に引き

直して考えてもそういうのはあるような気が

します。 

しかも、その不平等が自分にとって不利益

だった場合だけじゃなくて、有利だった場合

でも働くのです。要するに、不平等だとか、

不公平というものに接触していると、人は「居

心地の悪さ」みたいなのを覚えるというわけ

ですね。 

なるほど、不公平な取扱いに直面している

場合、自分に有利なときであっても、何とな

く自分ばかりが得をすると「居心地が悪い」

とか、あるいは「ばつが悪い」とか、「申し訳

ない」とか、こういう感情が働くのが通常で

はないかと思われます。これも皆さん、自分

に置き換えて考えてみてください。 

他方で、自分よりも優れた相手が失敗する

と脳の報酬系が賦活するという実験報告もあ

るのです。いわゆる「他人の不幸は蜜の味」

ということでしょうか。他人が失敗すると幸

せ感を覚えるというのは、また、これも脳科

学的に検証されているそうです(4)。 

また逆に、たとえ自分の所得が上昇しても、

他者の所得がもっと急激に上がると人は不幸

を感じるという、相対的剥奪（ relative 

deprivation）と呼ばれる現象が知られていま

す(5)。 

また、大きな経済的格差が存在する社会ほ

ど、様々な病気や疾患への罹患率ですとか、

死亡率などの統計が高いという事実が、世界

各地で、疫学調査の中で報告され、また、「経

済的格差の存在はストレスとなり、人々の寿

命を縮めるという結果」も出ているそうです

(6)。そして、「格差や不平等を嫌う人間の心性

は、相手の成功への嫉妬や競争心、社会から

の疎外感や病気などのネガティブな側面とも

切り離せない」と論じられています(7)。 

こういった見解が妥当であるとするならば、

格差が解消されるような「税制」が社会的に

は望まれるということになりましょう。 

例えば、租税には「所得再分配機能」とい

う性質があります。高額の所得者から多額の

税金を徴収し、例えば生活保護などの社会給

付を低額所得者に配る。所得税の累進構造だ

とか、あるいは相続税、贈与税、こういった

ものの強化が社会的に承認され得ることにな

るわけです。もちろん、強化といっても程度

の問題があります。強化された側の不平等感

もありますから。 

また、脱税などによって「不公平」が生じ

た場合に、それを防ぐような行動があるとす

れば、それも先ほどの調査結果や社会学者の

議論、脳科学者の議論からすると、脱税防止
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行動が奨励されるということにもなりそうで

す。脱税してルールを逸脱している人がいた

ら、他の人がいい気持ちになるわけがありま

せん。 

 

(3) 公平観念と支え合う社会の実現 

支え合う社会を構築するものは、社会の参

画者としての自覚ある市民です。他人の不幸

に冷徹な社会ではなくて、他人の不正を無視

しない社会人としての自覚ある大人の社会こ

そが支え合う社会の構成員であると考えるべ

きではないでしょうか。 

支え合う社会の実現と、他人への無関心は

両立しません。 

支え合う社会というのは、他人への関心を

基調とします。他方で、他人への無関心は支

え合う社会の根底には存在しません。そうす

ると、支え合う社会の実現と他人への無関心

とはなかなか折り合わないということです。 

少なくとも目の前に現れた事象に対しては

無視しないという最低限の社会ルールという

ものを構築する必要があるのではないかとい

うことです。 

平たく言うと、満員電車で近くに立ってい

るお年寄りの存在を無視するのではなく、席

を譲るわけですよね。他方で、そうはいって

も、電車の中を歩き回って老人を探して、着

座している学生を無理やり立たせてその老人

を座らせようとすることまでは、求める必要

はないわけです。それは思いやりではなく、

行き過ぎたお節介かもしれません。少なくと

も、自分の視界に入った、自分の社会生活環

境の中で自然に入ってくる情報に対しての社

会人としてのマナー、その程度の関わり合い

であれば多くの人が承認するでありましょう

し、その程度の関わりさえも否定するのであ

れば、支え合う社会は絶対に実現しないと思

うわけです。 

先ほどの監視し合う社会がいいのか、それ

とも完全に他人を無視する社会がいいのかと

申し上げましたが、そのようなオルタナティ

ブ（二者択一）ではありません。その両者の

バランスをどこでとるかというのが私たちに

求められている。そのバランスこそが、社会

の本質にある公平感というものに当然つな

がっていくのだろうと思います。 

そうすると、いい意味でのピアプレッシャ

ーは必要かもしれないと思ってもらえるので

はないでしょうか。過剰な監視し合う社会を

希求すべきかというと、そこにはあまり賛同

者は少ないわけです。目にした違法は無視せ

ず通報はするものの、それを取り締まる警察

的行為までを市民に求める必要はありません。 

このような問題関心において最も重要なの

が、そうした行動をした人、つまり違法を無

視せず良心に従って通報した人をどうやって

社会的に保護するかです。 

すなわち、目の前に入ってきた何か悪い情

報がある。隣の家から毎日激しいほどの子供

の泣き声が聞こえてくる。その子供を見ると、

顔中あざだらけである。もしかしたら、虐待

を受けているのかもしれない。隣で生活して

いるうちに、「そうだ、これは虐待だ、確かに

そうだろう」と確証がだんだん高まってきて

いるにもかかわらず、それでも無視していい

のかということです。 

そうしたときに、隣の家庭がこんなことに

なっていると児童相談所などに知らせた人を

どうやって保護するか。例えば、通報された

人から逆恨みをされないような仕組みをどう

つくるか。どうやって、関心を持って社会に

参画しているその善良な市民を保護したらい

いのか。こうした問題は、実は法律に与えら

れた宿題でもあるわけですよね。 

法が守ってくれるから、そういったまとも

な行動がとれるわけです。法が守ってくれな

いような社会だったら、先ほど、いかに理念

的に素晴らしい社会を作ろうといったところ

で、これは絵に描いた餅になってしまいます。 

そういう意味では、法律というもの、ある
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いはその制度というものがしっかりと基盤を

つくっていかなければいけないのではないか。

このような問題関心を持つわけです。 

昭和 25 年に、社会保障制度審議会が発表

した「社会保障制度に関する勧告」というの

があります。そこでは、社会保障について次

のように説明されています。 

「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、

廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の

原因に対し、保険的方法又は直接公の負担に

おいて経済保障の途を講じ、生活困窮に陥っ

た者に対しては、国家扶助によって最低限度

の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社

会福祉の向上を図り、もってすべての国民が

文化的社会の成員たるに値する生活を営むこ

とができるようにすることをいうのである。」

と定義し、担い手について「このような生活

保障の責任は国家にある。国家はこれに対す

る綜合的企画をたて、これを政府及び公共団

体を通じて民主的能率的に実施しなければな

らない。この制度は、もちろん、すべての国

民を対象とし、公平と機会均等とを原則とし

なくてはならぬ。またこれは健康と文化的な

生活水準を維持する程度のものたらしめなけ

ればならない。そうして一方国家がこういう

責任をとる以上は、他方国民もまたこれに応

じ、社会連帯の精神に立って、それぞれその

能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な

社会的義務を果たさなければならない。」と、

この報告書はうたっています。 

このように考えると、他人に対する無関心

というのは正しい生活者の態度とは言えない

のではないかと思われるわけです。 

ここまでお話をしてきましたが、少し切り

口を変えてみたいと思います。 

今まではずっと市民の目線で、私たちの生

活者としての目線のお話をしてきましたが、

今度は、若干、行政的な目線にも関心を持っ

てみましょう。 

 

４ 租税原則にいう徴税費最小の原則 

「徴税費最小の原則」という考え方があり

ます。徴税費とは、人件費や旅費、あるいは

物件費等、税務の執行に要する一切の費用を

言います。皆さん考えてみてください。一番

最初にお話した 3 人の社会では、それぞれ

100 万円ずつ負担することになりましたよね。

その際、誰かがまとめて、例えば税務職員と

いう人が各家を回って100万円ずつもらって

くるわけですが、当然、それには人件費や交

通費などの費用がかかりますよね。そういう

費用を徴税費と言います。租税を徴収するた

めにかかる費用ですね。 

雑な話ですが、徴税費がもし 100万円かか

るとすると、みんなから集めた 300万円から

100 万円の徴税費を引かなければいけません

から、差引きで考えると実際には 200万円し

かお金が集まらないわけです。そうすると、

300 万円の強固な橋ができるはずだったのが、

200 万円の不安定な橋しかできないことに

なってしまいます。この 100万円の損失とは

誰の損失でしょうか。 

当然、A、B、C みんなの損失ですよね。Ａ、

Ｂ、Ｃが使える橋が不安定なものになった理

由は、この徴税費が高いからです。この徴税

費を下げるというのはみんなの望みでもある

わけです。 

言ってみれば、徴税の効率性というのは、

実はばかにならない重要な社会問題なのです。

このことを言うと、変な捉え方をする人がい

るのですね。「それは完全に税務署目線だ」と、

「国民からすればそんなの関係ないだろ」と

いう人がいるかもしれませんが、それは租税

の方式が分かっていない人の発言といってよ

いでしょう。 

租税の方式は、何度も言いますが、自分た

ちで決めたルールで、自分たちがその租税負

担を分担するという約束ですよね。ですから、

徴税費は少ないに越したことはないわけです。 

そうした目線を考えてみましょう。 
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かのアダム・スミス（Adam Smith）は、

先ほど紹介した「徴税費最小の原則（The 

principle of least expense）」ということを唱

えられていました。 

これは、「あらゆる租税は、国庫に帰する総

収入額と国民が負担する額との間における差

額をできるだけ小さくしなければならず、租

税行政上の効率性を高めなければいけない」

という考えです。ワグナー（Adolph Wagner）

も同じように言っています。 

この徴税コストの低下は、一定金額の税収

を上げるためのコストの低下という意味では、

当然ながら、私たちに直接影響を及ぼすわけ

ですね。そうすると徴税費をいかに下げるべ

きかという議論があります。 

ここでは徴税費について詳しくご紹介はし

ませんが、実は日本の租税当局の徴税費は効

率がよくて、非常に少ないんですね。100 円

徴収するのに、精々かかって 2 円です(8)。こ

れは世界に誇っていいぐらいの効率性です。 

ただ、社会が複雑化すると、もちろん徴税

費は高まります。そのことの兼ね合いがあり

まして、例えば、マイナンバー制度を使うと

か、いろんな工夫が必要になってくるので

しょうね。 

マイナンバーの利活用のほか、電子申告を

使うとか、様々な執行上の工夫や努力があり

ますが、実は本日お話をしようとしておりま

す、「他人の不正を黙ってはいませんよ」とい

うこの制度設計は、徴税費の縮減にも役に立

つわけです。 

国民負担と同時に、国民の協力体制を考慮

した場合、国民は租税行政にどこまで協力す

べきであるのか、あるいはしなければならな

いのか、こういった国民の協力とは、任意の

ものであるのか、あるいは何らかの義務を伴

うものなのかという議論があるわけです。 

 

Ⅱ 公益通報者保護法と脱税情報 

 

１ 公益通報者保護制度概観 

では次に、「公益通報者保護法」のお話に入

りたいと思います。 

ここまでのお話を整理すると、租税制度と

いうのは、みんなで決めたルールだ、だから

こそ公平というのが大事だと。また、社会の

あり方という観点でも、公平は精神的安定を

もたらすだろうと、こういうことを論じてき

たわけです。さて、そのことと租税行政のあ

り方という問題は、当然、密接につながって

くるわけです。 

公益通報者保護法という法律があります。

これは、勤務する会社の不正など公益に資す

る通報をしたことにより、その通報者が当該

会社を解雇されるなど不利を受けることのな

いように保護する、こういったことを目的と

する法律です。 

考えてみたいのですが、公益通報者保護法

といっていますから、誰かを保護する法律で

すよね。この場合の公益通報者というのは、

平たく言えば、企業の従業員だと思っていた

だいていいと思います。 

会社内部の不正を知ってしまった従業員が

誰かに対してその不正を通報するという話で

す。 

ここで「公益通報」とは、「労働者(9)が、不

正の利益を得る目的、他人に損害を加える目

的その他の不正の目的でなく、その労務提供

先(10)又は当該労務提供先の事業に従事する

場合におけるその役員、従業員、代理人その

他の者について通報対象事実が生じ、又はま

さに生じようとしている旨を、当該労務提供

先若しくは当該労務提供先があらかじめ定め

た者（以下『労務提供先等』という。）、当該

通報対象事実について処分(11)若しくは勧告

等(12)をする権限を有する行政機関又はその

者に対し当該通報対象事実を通報することが

その発生若しくはこれによる被害の拡大を防
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止するために必要であると認められる者(13)

に通報すること」を言います。 

ここでの要点は二つです。 

一つは、従業員が会社の不正を知ったとき

にどうするかというと、労務提供先たる会社

に対して通報する。これが一つです。もう一

つが行政機関に通報するということです。 

行政機関には、例えば労働監督署とか、い

ろいろありましょう。労働問題であれば、そ

ういった労働部局に対する通報です。 

「不正」の種類にもいろいろあります。い

ずれにしても、まずは勤め先の会社に通報す

る。「うちの部長、実はこんな不正をしていま

す」といった通報です。 

例えば、景品表示法違反というケースもあ

りますよね。「カニかま」であるにもかかわら

ず、本物のカニと表示して売っているような

ケースです。本当はカニではなくて、カニか

まなのに、会社の部長の指示で、「カニ」表示

のシールを貼って売っているようなケースで、

それを知った従業員が社長に言わなくてはと

考え通報する、こういうお話ですね。これが、

公益通報者保護法でいう「通報」です。 

あるいは行政機関、例えば、消費者庁にそ

れを通報するということもあるでしょう。 

実は「通報」という言葉には、広い意味と

狭い意味があって、一般的に使われている、

法律家が使う言葉としての「通報」は、自分

の会社に伝えることを指します。 

これに対して、行政機関とか監督官庁に伝

えることは「告発」といったりします。この

ような告発も含めたところの「通報」を、公

益通報者保護法は対象としています。 

この法律では、自分の勤務する企業に最初

に伝えるということに一番重きを置いていま

して、行政機関に対する告発というのは付随

的なものとされています。 

もっとも、この「通報」が非常に重要だと

しても、もしかしたら会社の中で、同僚から、

「あいつ、何、社長に告げ口しているの」、「あ

いつ、俺たちの現場では当たり前のことを社

長に伝えたのか」、あるいは「行政機関に密告

したのか、許せない」ということにもなりか

ねません。もしかしたら、通報をきっかけに、

上司からパワハラを受けたり、いろいろ不利

益を受けることがあるかもしれません。 

もっと言えば、懲戒免職を受けるかもしれ

ません。会社ぐるみで不正を行っている可能

性もありますから。 

さて、最初の話に戻ると、自分が知ってし

まった不正に対して、それを解決しようとす

る、ある種の正義感をもった行動をいかにし

て法律が保護してあげられるかということは

非常に大きな問題です。そこで、これを制度

として用意すべきだという議論になったわけ

であります。そうしてできたのが、いわゆる

公益通報者保護法というわけです。 

ここでいう「公益」とは、その言葉の観点

からすると、そのことが広く一般の、世の中

のためになるというわけですね。 

もちろん会社のためでもありますよ。後で

もし株主に見つかったら、あるいは消費者に

見つかったら、とんでもない企業損失になる

という意味での、会社のためという側面もあ

るでしょう。そういった側面もあるかもしれ

ませんが、ここで求められているのは、それ

が公益のための通報であるということが法の

理念にあるわけです。 

そこで、この法律の対象となる通報は「通

報対象事実」と言いますが、これは、次のよ

うなものです。 

① 個人の生命又は身体の保護、消費者の

利益の擁護、環境の保全、公正な競争の

確保その他の国民の生命、身体、財産そ

の他の利益の保護にかかわる法律として

別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行

為の事実  

② 別表に掲げる法律の規定に基づく処分

に違反することが①に掲げる事実となる

場合における当該処分の理由とされてい
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る事実 

①では、生命、身体の保護とか、非常に大

きな重要な問題がここで掲げられています。

そのほかにも②の事実が掲げられていますが、

これらについては後でお話することといたし

ましょう。 

 

２ 公益通報者保護法の意義 

(1) 企業の自浄作用としての意義 

次いで、公益通報者保護法の意義としては、

企業の自浄作用というものがまず挙げられま

す。 

どういうことかというと、例えば、この公

益通報者保護法の議論において、国民生活審

議会消費者政策部会長を務めた落合誠一教授

は、この制度の意義について、「予測可能性の

ある、しかも私的・公的組織を全て対象とす

る包括的な法的ルールが公益通報者保護法に

よって明定されたことは、非常に大きなメ

リットだ」とされております(14)。 

どのような通報であれば、公益通報者が保

護されるのかという、こういう要件が明確に

なっておりまして、この点は非常に分かりや

すい法律になっています。 

なお、落合教授は、この法律が対象とする

法令をどの範囲まで取り入れていくかが、こ

の法律の重要性に決定的な意味を持つとされ

ます。この指摘は非常に重要です。落合教授

は当初からその点を指摘されておりますが、

これが別表 8 というところで規定されていま

す。 

落合教授はこうも言っています。「なるべく、

ここは広く取り組むという方向で政令指定を

することが必要」だと(15)。 

また、消費者法の権威であります松本恒雄

教授によれば、企業が何らの問題を起こさず

に経営を行えばよいが、言ってみれば、外か

らの目がないと、緊張感に欠け、意識的に取

り組まないということにもなりかねない。そ

こで、自主的な取組みを補完するものとして、

種々の外からのモニタリングが期待されるこ

とから、まず、規制行政の下では監督官庁が、

次いで株主代表訴訟を通じての株主、投資家

の存在、そして消費者や取引先があり、従業

員、社内の目を意識させようとするのが、公

益通報者保護制度の趣旨だとされています

(16)。 

このように、公益通報者保護制度は、社会

的に違法な行為を企業にさせないための様々

な目、先ほどの言葉で言うと、ある種の監視

の目を持たせようとする仕組みであります。

そのような目は、投資家や株主総会だけでは

なく、また取引先、消費者だけではなく、企

業の中にもその目があり、それを機能させる

工夫の一つであるといってもよいと思います。 

例えば、この会社では昔からこのようにし

てやってきたという組織の論理なるものはな

かなか外部から見えません。ある意味でブ

ラックボックス化されているところがありま

すから、そういった株主の目や投資家の目、

あるいは消費者の目というのが届かないとこ

ろにおいては、まさしく従業員の目に期待す

るしかないのかもしれません。 

また、升田純教授は、この制度の意義につ

いて、「法の付随的な機能としては、法の目的

にも規定されているような企業の法令遵守の

徹底、消費者の権利、利益の保護のほか、さ

らに企業の体質・慣行の改善、法令遵守のた

めの内部組織の見直し……等の機能が期待す

ることができ、このような付随的な機能が企

業によって繰り返し取り上げられることに

よって、新たな企業の文化、体質、活動ルー

ルが形成されることも予想することができ

る。」とされます(17)。 

御存じのとおり、最近、会社法領域ではコ

ンプライアンスに対して極めて深い議論が展

開されております。 

コンプライアンスの問題とコーポレートガ

バナンスの問題が密接に関わり合って、会社

法においては、今や花盛りといってもいいほ
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ど充実した議論が展開されています。 

それは何も会社法の世界だけではなくて、

租税法領域においても同様の問題関心はある

はずなのですが、この辺りに少しずつ話をシ

フトしていきたいと思います。 

 

(2) 社会的倫理観を阻む障壁 

その前に、社会的な倫理観を阻む障壁につ

いても触れておきましょう。 

公益通報者保護法の意義について、小西啓

文教授は、告発者である労働者の観点から、

「労働者の企業に対する忠誠心と社会的倫理

観が一人の人格のなかで分裂するところにこ

の問題の難しさがあるのであって、それでも

なお一定のルールに基づき内部告発をしよう

とする労働者に対しては、社会的倫理（『公

益』）が忠誠義務を超えることを宣言したとこ

ろに本法のアナウンス効果があるのである。」

と述べられています(18)。 

これは何を言っているかというと、一方で

はいわゆる企業への忠誠心があります。帰属

意識があって、「我が社だ」という企業への忠

誠心がある。他方で、社会的倫理観というの

があって、これがバッティングする局面があ

る。これが、実はこの制度運営の難しさであ

ると指摘されているわけです。 

言わば、上司や同僚を内包する組織に対し

て刃を向けることに対する大きな躊躇が、ど

うしてもこのコンプライアンス徹底の障壁に

なるわけです。 

また、従業員に萌芽する社会的倫理観を阻

むものは、企業への忠誠心のみではありませ

ん。そこには法律上の障壁が厳然として存在

するわけです。 

実は内部告発をするに当たっては、法的な

大きな障壁があるのです。それは何かという

と、労働者が自分の会社の不正を明らかにす

るに当たっては、自分の会社の情報を外に出

さなくてはいけないのですが、そうすると労

働者に課されている法律上のいろんな制約と

ぶつかることになるのです。 

例えば、企業の不正を行政機関に伝えるべ

く、企業の取引記録などを外部に持ち出そう

とすると、会社の所有物を会社の外に持ち出

すということになりますから、窃盗に当たる

ことにもなり得るわけです。あるいは守秘義

務違反だとか、そこにはいろいろな法律上の

問題があるわけです。 

この点について、畑中祥子准教授は、「企業

秘密を許可なく取得し内部告発する行為は、

形式上、刑法における窃盗罪に該当する」と

いっています(19)。ここでは、このような問題

意識があるということを指摘しておきましょ

う。 

 

３ 公益通報者保護法の三つの特徴 

ではここで、公益通報者保護法の三つの特

徴を整理しておきたいと思います。 

まず、一つは、通報制度という特徴を持っ

ていること。先ほど申しましたように、「告発」

ではなく、「通報」という言葉に表れているよ

うに、どちらかというと、主軸は会社の自浄

作用をまずは重視しましょうという、こうい

うスタイルになっているわけです。必ずしも、

告発という性格ばかりが強調されるものでは

ないのです。そういう意味では、密告奨励制

度というものでもないわけです。 

そして、二つ目は、行政への情報提供でも

あること。この公益通報者保護法について、

宇賀克也教授は「法令順守の観点からみると、

公益通報者保護法は、使用者にとって違法行

為を早期に発見するためのツールであるが、

規制権限を有する行政庁にとっては、規制の

前提となる情報を取得する法的仕組みとして

位置付けられる。」と指摘されています(20)。

行政機関から見れば、そういうツールとして

受け止めることができるわけです。 

また、同教授は、規制を行うためには、そ

の前提となる情報を取得することが不可欠で

すが、行政による能動的な調査、例えば立入
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検査ですね、これは租税行政も同じようなも

のですが、これは行政のリソース不足から十

分には行うことができないと指摘されます。 

租税行政もそうですね。税務調査を悉皆的

にやるなどということは無理で、あり得ない

わけでありまして、それは行政の人的なリソ

ース、時間的なリソース、あるいは、ほかに

も様々な情報のリソースだとか、予算のリソ

ース、こういった限界があるわけです。 

さらに、宇賀教授は、「違反事実が行われる

現場の労働者等が違反事実を最もよく認識し

うる立場にあり、かかる者からの通報が、規

制の前提となる情報を取得するために最も効

果的であるといえる。」とも述べられます。こ

の点は、先ほど、租税行政は効率的なもので

なければいけないという、アダム・スミスの

時代から行われてきた議論に接続するわけで

すね。 

行政が効率的になされるべきということは、

これは国民の共通利益につながるわけですが、

この行政というのを税務署と置き換えて考え

てみましょう。 

税務署や国税局、国税庁に対して、例えば、

会社の経理担当者が知った不正の情報を、上

司や会社に知らせることが一つの通報の形で

はありますが、それとは別に、かかる会社の

経理担当者が上司や会社ではなく税務署に伝

えるということ、不正情報を当局に告発する

という通報の形もまた一つあるわけでありま

す。宇賀教授の考え方に則って当てはめると、

それは行政的な見方からすると「効率に資す

る」、「効果的である」というわけであります。 

三つ目は、従来の判例の射程と整合的であ

るということです。 

例えば、森井利和教授は、公益通報者保護

法 6 条《解釈規定》について、「他の法律に

はあまり例のない規定」であるとし、「この規

定からわかるように、公益通報者保護法は、

他の法律による公益通報者の保護の補充を当

然の前提」としていると指摘されます(21)。ま

た、告発対象が同法において限定されている

点について、同教授は、「これは、この法律が

労働者保護法ではなく基本的には消費者保護

法の性格を有することからの限界でもあるし、

この法律が保護の限界を画する法律ではなく

保護範囲のうちの一部を対象とするものに過

ぎないこと（6条…）の反映でもある。」と述

べられます(22)。このように、この法律は、こ

れまでの判例等によって労働者が保護される

に至ったものの一部を立法化したにすぎず、

「この法律によって従来の保護範囲は縮小さ

れることがあれば、それは明文の規定や立法

趣旨にも反すると評価することができる。」と

位置付けることもできると解されているので

す(23)。 

ところで、このような公益通報者保護制度

は、我が国固有のものではなくて、むしろイ

ギリスの制度を模範としたと一般に紹介され

ています。 

 

４ 諸外国の公益通報者保護法制 

(1) アメリカ 

そこで、諸外国にある同様の公益通報者保

護制度も概観しておきましょう。 

例えば、アメリカでは、まず、1863 年に「不

正請求禁止法（False Claims Act）」というも

のができて、種々の議論の後、1978 年に「公

務員制度改革法（Civil Service Reform Act）」

が制定され、1989 年の改正によって「内部告

発者保護法（Whistleblower Protection Act）」

という制度ができました。ここでは、国民の

利益を守るという観点から、公的部門からの

公益告発者の保護法制度が確立されたという

経緯を持っています。 

その後、エンロン（Enron Corp.）事件で

すとか、あるいはワールドコム（Worldcom）

事件という、様々な事件が起こりました。記

憶に新しいところですが、そういった金融不

祥事が起きまして、上場企業ですとか、証券

会社の労働者の公益通報保護についての規定
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が制定されました。 

2002 年には、「企業及び不正犯罪行為説明

責任法（Criminal Fraud Accountability Act 

of 2002）」、いわゆる「サーベンス・オックス

リー法（SOX 法）」というものが制定されま

した。この法律は、証券取引を行うあらゆる

企業の被用者が対象者となり、証券取引委員

会の規定に反する行為その他連邦法に定めら

れた株主の利益に反する不正行為が通報対象

事実となるとされています。 

さらにその後、2010 年に「金融規制改革法

（Ｄ＆Ｆ法）」において、内部告発者報奨金プ

ログラムというのが設けられまして、内部通

報者の保護を対象とする強化策として、報奨

金の制度を設けているわけであります。 

 

(2) イギリス 

イギリスも見ておきたいと思いますが、先

ほどお話をしたように、我が国はイギリスの

制度を範としました。 

イギリスでは「公益開示法（Public Interest 

Disclosure Act 1998）」というのが 1998 年に

制定されまして、この法律は内部告発者保護

の中心的な役割を担っています。 

同法において、どういうものが対象になる

情報かというと、すなわち、①犯罪が行われ

たこと、行われていること又は行われる可能

性の高いこと――まだ犯罪が発生する前で

あっても、予防法的にこの制度は適用される

と言われています。また、②ある者が遵守す

べき法的義務に違反したこと、違反している

こと又は違反する可能性の高いこと、③裁判

の誤りが生じたこと、生じつつあること又は

生じる可能性の高いこと、④個人の健康や安

全が危険にさらされたこと、さらされている

こと又はさらされる可能性の高いこと、⑤環

境が破壊されたこと、破壊されていること又

は破壊される可能性の高いこと、こういった

ものが対象とされているわけです。 

 

(3) 韓国 

韓国においても、公共部門において、2001

年に「腐敗防止法」というのが制定され、そ

の 10 年後、2011 年 3 月に「公益申告者保護

法」というのができております。これは、消

費者保護政策の一環として位置付けられてい

ます。我が国の公益通報者保護法に比べると、

不正防止や社会の透明性の向上という文脈で

説明されていると一般的には紹介されており

ます。 

 

５ 比較検討から我が国制度の在り方 

(1) 城南信用金庫事件 

さて、諸外国の制度をご紹介しましたが、

もともと我が国にどういう問題があったのか

ということにお話を戻しましょう。 

いわゆる城南信用金庫事件という事件があ

りました。 

これは内部告発に係る裁判例として大変有

名な事件なのですね。信用金庫会長の脱税疑

惑を告発するために、同信金の専務理事らが、

その会長の預金残高明細などをプリントアウ

トしまして封筒に入れました。封筒に入れた

というところまでが刑事上の問題です。つま

り、窃盗罪が適用されるか否かという問題で

す。この事件において、被告人Ｂの弁護人は、

本件につき窃盗罪は成立せず、同被告人は無

罪だと主張したのですね。具体的にどう主張

したかというと、次のとおりです。 

すなわち、一つは、本件書類に記載されて

いる「情報」は、私人のプライバシー情報に

すぎず、現行法上、財産犯によって保護され

るものではなく、企業秘密としても経済的価

値がなく、少なくとも刑法で保護するに値す

るほどの経済的価値はないということです。 

また、二つ目の弁護人の主張としては、本

件書類については、管理や処分の権限が与え

られ、本件書類を占有していたものであると

いうことです。この事件では、専務理事らが

会長の不正を告発しようとしたのですが、会
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社の財産を違法に持ち出したのではないかと

して、告発をした側が訴えられたわけです。

ですから、被告人側は本件に窃盗罪は適用さ

れないと主張したわけです。もともと書類に

ついては、管理処分の権限を与えられ、この

書類を占有していたもので、被告人に窃盗罪

は成立しないと主張しました。 

また、三つ目として、被告人の行為は会長

の脱税疑惑を告発するために行ったものであ

るから、社会的に相当な行為であり、保護さ

れるべきだと主張しました。これは、まさに

先ほどお話した公益通報者保護法にいう「公

益」という話しと似ています。 

この事件は、まだ公益通報者保護法が制定

される前の古い事件です。今から 20 年以上

前の事件ですね。この事件において、東京地

裁平成 9 年 12 月 5 日判決（判時 1634号 155

頁）は、「金庫の顧客の預金残高明細等を記載

した本件書類について窃盗罪の成否を検討す

べきこととなるところ、右情報を内容とする

本件書類が窃盗罪における財物に当たること

は明らかである」と断じました。 

そして、「本件書類は、業務上の必要がない

にもかかわらず、第三者に漏出させる目的で

作出したものであるから、究極的に理事長が

管理するものであり、その占有に属するもの

と解するのが相当である」と説示しています。 

また、脱税疑惑告発のためであったという

点については、「違法性阻却事由がある旨の主

張のようである」――「違法性阻却」という

のは難しい法律の言葉ですが、窃盗罪を指摘

された従業員の側は、窃盗罪を無視してもい

いほどに社会的重要性があるのだという主張

をしたのですね。要するに、窃盗罪はそれ自

体としては違法ですが、社会的重要性がある

から、違法性が阻却される、なくなると主張

したわけです。これに対しては、「被告人Ｂの

本件行為が所論の目的に出たものであったと

しても、すなわち社会的な公益の目的で行っ

たとしても、違法性を阻却する余地のないこ

とは明白である。」と判決されました。 

すなわち、窃盗罪はあくまで窃盗罪であっ

て、どのような目的があったとしても、窃盗

罪がそれによって減じられるものではない、

金融機関情報を盗み出したものだと認定され、

そして、有罪と判断されてしまったのです。 

なお、脱税疑惑の告発のためであったとい

う点についても、量刑事情において情状酌量

は認められていません。 

この事例を見ても、告発行為については、

法律的に保護されるには高いハードルがある

ことが分かります。 

今日的には、公益通報者保護法があります

が、当時はそのような法律はありませんでし

た。目の前に起きている社会的な不正を正そ

うとする人に対して、その人の行為を保護で

きないということになっていたわけです。 

果たして、それで問題ないのでしょうか？

先ほど申し上げた、支え合う社会といえるの

でしょうか？ たまたま知り得た問題のある

情報を行政機関等に伝えることができないよ

うな社会ではまずいのではないでしょうか？

そこで、そういった公益に資する情報を通報

した人を保護する必要性が出てくるわけです。 

(2) 脱税への拡張論 

さて、今のお話をもう少し続けていきたい

と思いますが、脱税疑惑の告発のために企業

情報やプライバシー情報を入手したり持ち出

しをすることには、法律上の制約がもともと

存在していたわけです。すると、脱税に関す

る告発を奨励する意味からも、公益通報者保

護制度の活用が考えられるわけですが、実は

公益通報者保護法が対象としている通報対象

には租税法は含まれていないのです。今まで

のお話は、言うなれば税務署には関係がない

のです。これが今日の一番のテーマといって

もいいかもしれません。 

実は、自分の会社が脱税しているというこ

とを経理担当者が知ったとしても、あるいは
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部長から命令を受けて、「帳簿を改ざんしろ」

と、「1,000万円の領収書だけれど、もう 1個

0（ゼロ）をつけて、1億円にしろと言われて

やらされました」と税務署に言いたくても、

その告発がもし見つかったら、会社を首にな

るかもしれないのです。従業員としての地位

は弱い立場にすぎませんから、会社から不利

益を受けるかもしれないという懸念を払拭で

きないのです。したがって、例えば、従業員

等による脱税告発が孕む問題については、こ

の法律によっても、一向に解決がなされない

ままなわけです。 

公益通報者保護法 2条《定義》3項は、「個

人の生命又は身体の保護」を規定しています。

そういう規定がありまして、これを受けて、

「別表第 8号の法律を定める政令」は 444 の

法律、大変たくさんの法律を対象としていま

す。ですから、先ほどの景品表示法違反とか、

いろいろな法律の違反行為が公益通報者保護

制度の対象となっているのです。 

しかしながら、何とそこに「租税法」は一

つも入っていないのです。「あの人、所得税法

違反をしています」、「うちの会社、法人税法

違反をしています、消費税法違反をしていま

す」ということを通報したくても、これは全

くの埒外、保護の対象外となっているのです。 

ただし、税理士法だとか、あるいは酒税の

保全及び酒類業組合等に関する法律、こう

いったものは一応対象になっていますから、

これも租税法と呼べなくはないのですが、今、

問題関心を持とうと思っている企業脱税とか、

こういう問題は少なくとも対象になっていま

せん。 

この会場にも税理士の先生方はたくさんい

らっしゃると思いますけれど、税理士法は対

象となっています。ですから、会計事務所の

事務職員が税理士法違反に関して通報すると

いうことはあり得るのですね。 

さて、租税法が保護の対象とされていない

問題に対して、いろんな学者が様々な見解を

展開しています。その全てを一つひとつ取り

上げることはできませんが、例えば、阿部泰

隆教授は、「国民の生命、身体、財産、環境の

保全、公正な競争の確保その他の利益の保護

にかかわる法律にまで拡大された。しかし、

選挙違反や脱税は挙げられていない。これは

政治がらみなので、国会を通りにくいといっ

た配慮が働いているのではないかと、という

話もある。」としていますし(24)、また、松本

恒雄教授は、どうしても個人の生命、身体、

財産その他の利益の保護というくくりがあっ

て、脱税とか、政治資金規正法というのが対

象となっていないという説明をされます(25)。 

小西啓文教授は、「公益観」からこの点を説

明されています(26)。租税法等がその対象に含

まれていないのは、各種租税法や政治資金規

正法が、専ら国家の機能にかかわる法律であ

ることを理由にする対応だろうということで、

その背景に、消費者生活の一環として立法作

業をなされたことと深い関係があるのであろ

うというわけです。 

すなわち、どうしてこういう制度ができた

のかというと、消費者制度としての意味が

あったというのです。そういう意味では、税

金はあまり関係ないのではないかと小西教授

はおっしゃっています。もっとも、消費者生

活とはいっても、「消費者＝国民」ですよね。

国民は広い意味での納税者ですから、納税者

に当然関わりのある問題だと考えることもで

きるように思います。そういう意味では、こ

の公益観というものをどう捉えるかという問

題はあると思います。 

この公益通報者保護制度については、ここ

まで何となくいい制度であるかのような説明

をしてきましたが、こういった制度の対象範

囲、対象法律に限界があるという意味では、

大きな宿題が残されていると言わざるを得ま

せん。 

また、実はこの制度の利用が低調なのです

ね。あまり使われていないようです。 
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先ほど、通報に躊躇するという話しが出て

まいりましたとおり、非常に利用が少なくて、

大企業だけ見ると、半数以上の企業で平均利

用が年間 0 から 5 回しかないというわけで、

八田進二教授に言わせると、「仏作って魂入れ

ずだ」と。この制度運用には大きな宿題が残

されているということを御紹介しておきたい

と思います。 

 

Ⅲ 新しい通報制度の検討 

 

１ 公示制度 

(1) 公示制度の概要・沿革 

さて、我が国の税務コンプライアンスのあ

り方を考えるに当たって、いわゆる第三者通

報――その第三者通報は、自分から不正を探

し回るという意味の第三者通報ではないとし

ても、かような制度は重要だと思います。 

ただし、これまでも実は租税法体系の中に

類似のものはあったわけです。御存じの方も

多いかもしれませんが、実はかつて「高額所

得者公示制度」、いわゆる「公示制度」という

のがありました。今はもうなくなってしまっ

たのですが、復習をしたいと思います。また、

それよりさらに前には、実は「第三者通報制

度」という制度が租税法の中にありました。

ですから、そういった過去の制度も少しだけ

見ておきましょう。 

まず、この「公示制度」というのは、第三

者による不正事実通報制度として始まりまし

た。昭和 24 年 9 月に、コロンビア大学のカ

ール・S・シャウプ先生（Carl Sumner Shoup）

の勧告に基づいて、翌年の税制改正により始

まっております。 

昔、「申告書閲覧制度」という制度がありま

した。これは、旧所得税法 53条に、「納税義

務者の提出した申告書又は更正若しくは決定

に関する書類を閲覧しようとする者は、命令

の定めるところにより、政府にその閲覧を請

求することができる」という規定があり、あ

る一定のルールに基づいて、請求できたので

すね。 

例えば、「隣の家の確定申告はどうなってい

るのだろう」と、これを知りたいと思えば、税

務署に行って、その家の確定申告を見せてもら

える、こういう閲覧制度があったわけです。 

これは何のためにあったかというと、ある

納税者に関する無申告や過少申告の事実を政

府に通報すれば報奨金が得られるという第三

者通報制度が昔あったのですね。その採用に

当たり、その実効性を担保するための制度と

してできたのです。 

先ほどアメリカには報奨金プログラムがあ

ると申しましたが、実は日本にもかつてあっ

たのです。「あのお宅、脱税している」という

ことを通報すると、報奨金が得られたわけで

す。 

この制度があるのであれば、どんどん通報

して報奨金を稼ごうと探し回る人も出てくる。

それこそ先ほどの例でいえば、満員電車の中

で老人はいないかと探し回って、「あっ、老人

がいた。おいおい、若者、そこをどけ。この

老人を座らせろ」というようなものですね、

言ってみれば、そういう意味での監視ですね。 

それは少し言い過ぎかもしれませんが、あ

る意味での積極的な報奨制度がありまして、

その制度に実効性を持たせるためにこの公示

制度というのが始まったわけです。 

シャウプ勧告は、租税行政当局の事務負担

の軽減や申告内容を秘密にすることが適正な

申告を担保することに資することから、この

閲覧制度の廃止を求めました。 

この閲覧制度を廃止して、そして、公示制

度というのを新しくつくったわけです。 

これは、一定額以上の高額所得者を各税務

署に掲示するものですから、閲覧を申請しな

くても最初から掲示されているわけです。一

般の閲覧下に置くことによって、情報を有す

る者に過少申告の度合いの大きいものについ

て気付かせることができ、行政に有益だとい
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うことで設けました。 

すなわち、公示制度というのは、出歯亀的

に、「誰の所得が高いんだ」、「あの人、あんな

に稼いでいるんだ。」というものではないので

す。 

そうではなくて、「あのお店、あんなに儲

かっているはずなのに公示に載ってないのは

おかしい」というような点から、第三者に不

正を発見させようとする制度として出発をし

たわけであります。 

 

(2) 公示制度のメリット・デメリット 

イ メリット 

公示制度の目的は、一般の人に、脱税等の

事実を気付かせるヒントを与えることにあっ

たわけです。しかし、当初、様々なメリット

が指摘されましたが、種々のデメリットも指

摘されるに至ります。 

まず、メリットとしては、一つは、適正申

告への心理的効果です。公示制度は、一定額

以上の税額を公示することによって、各納税

者を社会的監視の下に置き、心理的圧迫を加

えようとするものです。これによって、少な

くとも、著しく不正な申告をする者に対する

抑止効果が認められるということで、心理的

けん制効果を有していた面がありましょう。 

次に、第三者による課税資料の提出効果で

す。いわゆる第三者からの任意の情報提供を

期待することができるというわけです。 

また、三つ目としては、国民の租税に関す

る社会的関心の醸成が図れるということです。

これは、公示制度をもとに新聞紙上に、いろ

んな税金情報が載るということが、ある意味

で税に関する社会的関心を高めるということ

にもなり、それがひいては、国民の意識を租

税制度に引き寄せる効果が期待できるという

わけです。 

 

ロ デメリット 

他方で、デメリットとしては、もう既に多

くの指摘があるとおり、納税情報はプライバ

シー情報ですから、プライバシー権というも

のが果たして侵害されはしないかという懸念

があります。 

もっとも、プライバシー権というものが、

最近でこそ当たり前のように一般の理解を得

られているようにも思えますが、例えば、い

わゆる三島由紀夫の「宴のあと」事件では、

私事をみだりに公開されないことが保障され

るべきと論じられたわけです。 

また、二つ目のデメリットとしては、私た

ちは平穏に生活を送ることができるという権

利、いわゆる平穏生活権があると思われます。

公示制度がこれに対する脅威を与えていると

いう指摘もあり得るところです。 

なぜ、自分の所得がいくらであるか他人に

覗かれなければならないのかという素朴な疑

問が、このような平穏生活権の議論に接続す

ることがあります。例えば、公示に一度掲載

されてしまうと、たくさんの寄附の依頼が来

るわけですね。あるいは商品のダイレクトメ

ールがどんどん送られてくる。 

要するに、高額納税者の住所や名前が全部

オープンになるということは、ある人にとっ

てみれば、喉から手が出るほど欲しい情報が

得られるということでもありますので、納税

者からすれば平穏に生活を送ることに対する

非常に大きな脅威にもなり得るわけです。 

また、デメリットといえるか分かりません

が、先ほど言ったメリットが果たしてどの程

度の効果を持っているのかという疑問も出て

くるわけですね。 

公示によって果たして脱税犯が発見される

のかという、その効果に対する疑問と、むし

ろそれよりも、何か、いかがわしい出歯亀的

な関心の方に寄せつけられているのではない

かという疑問も惹起され得るわけです。テレ

ビのワイドショーなどで、「今年のマスコミ部

門での高額所得者は誰々です」などという興

味本位の取り上げ方をされてしまう。本来そ
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んなことのためにやっているわけではないに

もかかわらずですね。そういう問題がありま

した。 

また、公示を巡る様々な紛争や苦情という

ものが発生したのも事実です。 

高額所得者が自分の名前を載せたくないが

ために、あえて少額な確定申告をして、後に

自ら進んで修正申告で直そうという、そうい

う人もいたわけです。この場合、過少な申告

をしたことに対して、加算税が課されるかと

いう点についての紛争もありました。 

ほかにも、公示作業に伴う事務量の問題が

あります。センシティブな内容ということも

あって、行政当局の事務量というのは相当な

ものがあったと指摘されているわけです。 

すなわち、効率的な行政を行うために公示

制度を導入したはずなのに、当該行政を執行

するに当たって、かえって大変な事務量を負

担することになってはいないか。先ほどの徴

税費最小の原則を模索したいという方向性に

反するのではないかということです。 

そこで、平成 18 年 4 月 1 日に、この制度

は廃止されたわけです。 

 

２ 第三者通報制度 

(1) 制度の概要・沿革 

では、もう少し歴史を遡ってみまして、第

三者通報制度についても見てみましょう。こ

れは昭和 21年 11月に導入された制度ですが、

GHQ（連合国軍最高司令官総司令部）の強い

要請によるものでした。 

この制度は、脱税に関する情報に係る租税

行政当局への通報が端緒となって脱税額の追

徴があったときは、通報者に対して報奨金を

与えるというものでした。 

当初の報奨金は、脱漏税額の 100 分の 25

以下とし、10万円以下という制限がありまし

た。その後、昭和 22 年 4 月には、所得税法、

法人税法、相続税法に拡張され、100分の 10

以下という金額になりましたが、いずれにし

ても、こういった第三者の通報によって、脱

税者が発見されると、その通報者に報奨金を

与えるという制度が導入されたわけです。 

 

(2) 第三者通報制度のメリット・デメリット 

イ メリット 

この制度にも、もちろんメリット・デメリッ

トがありました。 

メリットとしては、課税資料として活用さ

れていたわけですが、当時の資料を調べると、

この通報制度に基づいて徴収した本税額は

142 億円という額に上り、それなりの効果が

あったようです。 

二つ目のメリットとして、租税に関する社

会参画意識の醸成が図れるということが挙げ

られます。 

これは公示制度にも近しい視角からの指摘

ですね。民主的、社会的参画意識というもの

は租税制度の基礎にあるわけですが、税金に

対する関心を持つということに関して言えば、

このような制度は一定の効果があるともいえ

ます。 

そして、3 番目に、この情報の自由活用と

いう点がありまして、この得られた情報の利

用に関して裁量権があるとすれば、いろんな

ことに活用ができるというメリットも、当時

の行政当局目線からするとあったのではない

でしょうか。 

 

ロ デメリット 

他方で、大きなデメリットがあります。 

すなわち、デメリットとしては、次のよう

な点を挙げることができましょう。 

まず、一つ目が道徳的荒廃の助長。言い方

が強いかもしれませんが、寄せられる通報の

相当程度が必ずしも正義感によるものではな

く、内部の仲間割れの結果や、妬み・嫉みと

かそういったものを背景としているというこ

とがありました。そのため、猜疑心・復讐心、

こういったものを助長することになりはしな
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いかという指摘がありました。 

また、驚くべきことに、職業的通報者とい

うものが出てくるようになってしまったので

す。これを商売にする者が出てきたというわ

けです。 

このように、国民相互の監視という本来の

視点から逸脱した運用がなされるようになっ

てしまい、この制度に対する大きな疑問が投

げかけられたわけです。 

そういったことから、第三者通報制度は廃

止になるわけです。これは昭和 29 年に廃止

されて、先ほどお話をした公示制度のみが残

るということになりました。 

また、その公示制度も平成 18 年に終わっ

たわけですね。したがって、第三者通報制度、

公示制度のような、一般市民の持っている情

報を行政に連絡するという制度体系自体がこ

こで終わったわけです。 

もっとも、そういった報奨金制度や公示制

度はなくなったのですが、もちろん、事実と

して、今でも大変多くの情報が行政当局に寄

せられているわけです。 

ドラマや小説なんかでは、「垂れ込み」なん

て表現されたりするかもしれませんけれど、

様々な情報が匿名で当局のところに寄せられ

て、それが契機で脱税が判明するということ

は少なくないわけです。 

もちろん、公益通報者保護法の対象になっ

ていませんから、その密告をする人――密告

というか、通報をする人は相当なリスクを抱

えているわけです。 

第三者通報制度というのは、ある意味で不

幸な歴史だったというような指摘をする方が

いらっしゃいます。 

例えば、井上一郎教授は、「申告納税制度が、

密告と監視によって、制度の円滑な運営を図

る発想によって出発したことは、不幸な出発

であった」と論じられています(27)。 

申告納税制度の揺籃期において創設された、

この第三者通報制度は必ずしもベストな政策

ではなかったと捉えられておりますし、おそ

らくそのような理解が一般的だろうと思いま

す。 

先ほどご説明したとおり、対価を得るため

に第三者通報を行うという部分のみが切り出

されてしまったということが、実は大きな問

題としてあるわけですね。本来の社会におけ

る市民による相互監視という視点が、それに

よって曇らされてしまったのではないかと思

われます。 

報奨金制度として出発してしまったことか

ら、報奨金ありきとなってしまって、同制度

が社会に馴致されるまでの間に報奨金支給を

廃止するという選択肢を取り得なかったので

す。「お金をもらってなんぼ」という話にする

べきではなかったという反省がここには待っ

ているわけです。 

さて、それでは最後になりますが、こうし

た過去の歴史を踏まえて、この話を現代に引

きつけてみたいと思います。 

ただいまご紹介した制度はもう終わってし

まって、今は内部者による告発、あるいは外

部者による告発や通報というものが制度的に

ないのか。もっと言えば、公益通報者保護法

はあるけれども、租税法には適用がないとい

う話をしましたし、では、租税の領域にはこ

ういったものがないままでいいのかというよ

うな疑問もあるわけです。 

要するに、報奨金制度をつくらなくても、

あるいは公示制度をつくらなくても、もっと

現実味を帯びたやり方というものはないのか

という点に、問題関心がシフトしていくわけ

です。 

 

３ 法令違反等事実発見時における監査人の

当局への申出 

実は、幾つか参考となるような制度、ある

いは取扱いというものがあるのですね。最後、

残された時間で、この辺りを確認してみたい

と思います。 
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まず、ここで御紹介をしたいのは金融商品

取引法です。この法律には、ある類似的な制

度があるのです。 

それは、法令違反等事実発見時における監

査人の当局への申出という制度なのですね。 

平成 19 年 6 月 27 日に「公認会計士法等の

一部を改正する法律」によって金融商品取引

法に 193条の3という規定が新設されました。

この 193条の 3 には「法令違反等事実発見へ

の対応」という見出しがついています。 

この改正は、監査人が金融商品取引法 193

条の 2 の所定の監査証明を行うに当たって、

特定発行者における法令に違反する事実その

他の財務書類の適正性の確保に影響を及ぼす

おそれがある事実を発見したときに、当該事

実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正

その他の適切な措置を採るべき旨を、遅滞な

く、当該特定発行者に書面で通知しなければ

ならないというものです。 

どういう仕組みとなっているか、その骨子

だけを説明しますと、会社の監査人が通報す

るというスタイルを取るわけですが、担当し

ている会社、要するに被監査会社に対して通

報するということです。 

この通報のことを、「通報」と言うのではな

くて、「是正措置」と言うのです。監査人です

から会社を監査します。その中で何か不正が

行われていることが発見されると、監査人と

してはこれをただ黙って見て見ぬふりをして

いいというわけにはいきません、ということ

です。 

そこで、監査人が是正措置を採るよう会社

に働き掛けるための通知をするのです。この

通知というのが非常に重要なのです。まず、

そのことが金融商品取引法の規定としてあり

ます。被監査会社のことを「特定発行者」と

いうのですが、この特定発行者の自主的な是

正を促そうと、会社の自主的な是正を促そう

とする措置が設けられているのです。 

もっとも、一応これで監査人としての仕事

は終わりです。「不正があるので直すようにし

てくださいね」と言ったところで終わりです。 

そして、これらの手続を踏んだ上でも、な

お、法令違反等事実が当該特定発行者、すな

わち会社の財務書類の適正性の確保に重大な

影響を及ぼすことがあること及び当該特定発

行者、すなわち会社による適切な措置が採ら

れないことがあると認める場合で、重大な影

響を防止するために必要があると認めるとき

は、監査人は、あらかじめ申出をする旨を当

該特定発行者、会社に書面で通知した上で、

当該事項に関する意見について当局へ申出を

行うというわけです。 

すなわち、まずは第一義的には会社に対し

て是正措置を採るべき旨の通知をするわけで

す。ところが、そういう通知をしたにもかか

わらず、会社が一向にこの不正を正そうとし

ないときに、監査人は「では、当局に伝えま

すよ」と言った上で、行政機関に申し出るわ

けです。このことを「申出」といいます。 

当局へ申し出ることが金融商品取引法 193

条の 3 第 2項に書いてあるわけです。その申

出を行った旨は会社に伝える、書面で伝えな

ければいけない。会社に伝えるわけですから、

密告ではないのです。 

「密」って秘密ですよね。秘密で行政機関

に言うのではなくて、会社に伝えた上で行う

のです。すなわち、行政機関に伝える前に、

その旨を会社に書面で通知すると、このよう

な制度です。このような制度をもって、もし

違反すると 30 万円以下の科料に処せられる

ということです。 

 

４ 日本公認会計士協会の「違法行為への対

応に関する指針」 

これに関し、日本公認会計士協会は、平成

30 年 4 月 13 日付けで違法行為への対応に関

する指針を用意しています。金融商品取引法

193条の 3 という、先ほどの意見の申出を行

うべき場合に当たるかどうかにつき、種々の
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公認会計士の社会的役割の観点からその取扱

いが決められているわけです。 

 

５ 小括 

さて、本日、皆さんにはこのような社会の

ある種の監視の目といいましょうか、正義感

のある人をどうやって保護するかという点や、

これに類似する制度としてどのような制度が

あるのか、あるいは過去どのような制度が採

用されてきたのかという話しをしてまいりま

した。 

もう一度申し上げると、ある特定の人がズ

ルをしていてもそれを他人から指摘されない

で見逃されるという、そういう不公平な社会

というのを、私たちはよかれと思っていない

と思います。これは脳科学の話しを持ち出さ

ずともご理解いただけると思います。そのた

めには、しっかりと私たちが話し合って、ど

ういう制度があるべきなのかという点を詰め

ていかなければいけないわけです。 

そのためには、素材がないと議論できませ

んから、本日、私は、皆さんにそういうこと

を考える素材を提供するためにお話しさせて

いただいたわけであります。 

もちろん自分たちの社会のルールは自分た

ちで決めて作るわけですから、一人ひとりが

主体的な意識を持って、こういった素材を

使って、租税制度がどうあるべきかを考える

ことが非常に重要で、あくまでも私たち納税

者は、単なる観客ではないのだということを、

この「税を考える週間」を通じて考えていた

だきたいと思うわけです。 

会場には税理士の先生方も多いのかもしれ

ませんが、税理士法には 41 条の 3 という規

定があって、脱税行為に対する助言義務とい

うのがあります。その脱税行為に対する助言

義務は、隠蔽仮装行為について、これを是正

すべき義務だということまで含意しているの

だと、日本税理士会連合会のホームページに

は書いてあります。その観点からすると、本

日のお話は、公認会計士の業界だとか、ある

いは金融商品取引法だけの問題ではなくて、

専門家でない市民も、こういった問題に積極

的にアンテナを張っていくという必要があろ

うかと思います。 

ご清聴いただき、どうもありがとうござい

ました。（拍手） 
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